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５．外部性アプローチの経済性

本稿で主題とする外部性アプローチの経済性について評価を行う。事例研究等をもとに

評価モデルを作成して外部性アプローチとする情報化施策が地域に与える経済的な便益を

評価するとともに、施策を実施するための費用と便益を差し引いた純便益（損失）から外

部性アプローチの有効性を検討する。

１）ネットワークの外部性の経済学的な考え方

ネットワークの外部性に関しては、これまでの研究からいくつかの経済学的な考え方が

提示されている。代表的なものに以下に示す３つの考え方があるが、これらはそれぞれ異

なる視点から外部性を捉えている。２番目の考え方と３番目の考え方では、外部性を市場

価値と分離して評価することが難しい。また、３番目の考え方では一定以上普及が進むと

ネットワークの価値が下がることになっており、事例研究からも確認できた「利用者数が

増加するほど価値が高まる」というネットワークの外部性の考え方と相違が見られる。そ

こで、本稿では、最初に示す一般的な外部性と同様とする考え方を用いて、外部性モデル

の経済性評価を試みることとする。

①一般的な外部性と同様

ネットワークの外部性も一般的な外部性と同じとする考え方があり、図５－１のような

図で示すことが可能である。つまり、ネットワークの外部性（Ｅ）が存在するため、私的

（ ） （ ）限界便益 ： と社会的限界便益 ：PMB Private Marginal Benefits SMB Social Marginal Benefits

が外部性（Ｅ）の分だけ乖離し、市場に任せておくと均衡点は点ｑで過小供給となり、△

ｑｑ’ｒだけの死重損失が発生する。したがって、何らかしらの方法で均衡を点ｑ’にシ

フトさせることが社会的に望ましく、外部性モデルは公的介入により財の価格を低下させ

ることによりにこれを実現しようとしたものと考えられる。

図５－１ ネットワークの外部性の考え方( )1
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②逆の需要供給曲線

次に、ネットワークの外部性が存在する場合、需要供給曲線が通常のものと異なってく

ることを指摘する議論もある 。ネットワークの外部性が存在する場合、需要側では財や１ ）

サービスの供給量が増加するほどその価値が高まる。一方、供給側では、このような財や

サービス、特に情報通信サービス等において初期費用が大きく運営費用が比較的小さいた

め、規模の経済が働く場合が多い。つまり、需要供給曲線は図５－２の右側に示すように

一般的なミクロ経済学で用いられるものと逆になり、一般的な需要供給曲線ではその交点

に収縮するように市場が動くの対して、ネットワークの外部性が存在する場合は、交点か

ら離れるように市場が動く。したがって、交点に達するまでは財やサービスの利用者が増

えれば増えるほど供給者側の純損失が大きくなるため過小供給になる傾向があり、交点を

超えると純便益が逓増するため供給拡大傾向となる。一度交点を超えると持続的な普及メ

カニズムが働き、この点を一般的にクリティカルマスと呼んでおり、実際に電話の普及に
２）おいてもクリティカルマスが存在したとされる。

図５－２ ネットワークの外部性の考え方( )2
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示す考え方もある。ネットワークの普及率をｆ（０≦ｆ≦１ 、個人ｉのネットワーク価）
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ワークが発生しない点Ｏよりも、個人の余剰（ｆｗ －ｃ）が発生する点Ｃがネットワーｉ

クにとって望ましい均衡点となる。

図５－３ ネットワークの外部性の考え方( )3

２）外部性アプローチの経済性評価の前提

上記に示した一般的な外部性と同じ考え方を用いて、以下に外部性アプローチの経済性

評価を試みる。これまでも述べてきたように、本稿では需要者、つまりインターネット利

用者の便益（損失）を経済性評価の対象としている。

①外部性の経済的な捉え方

山田村、ブラックスバーグの事例からも分かるが、地域内におけるインターネット利用

者数が増加することによる外部性と、世界全体としてインターネット利用者数が増加する

ことによる外部性は異なる。近隣で利用者が増加することにより、フェイス・トゥ・フェ

イスのコミュニケーションをインターネットで補完したり、互いに分からない部分を教え

合ったりすることができる。したがって、地域内でインターネット利用者が 人増加す30

ることの方が、世界全体において利用者が 人増加する場合より大きな外部性をもたら30

す。このことから、ある人がインターネットに接続することにより得られる便益ＢＥは式

１に示すようになり、当初その人がインターネットに期待していた便益ＢＥ に地域内の１

利用者数ｎが増えることによる外部性Ｅ (ｎ)と、世界全体におけるインターネット利用１

者数Ｎの増加による外部性Ｅ (Ｎ)を足したものとなる。 ｎはＮに包含されるものであ２
３）

るが、Ｎに対してｎは限りなく小さいものであると考え、ここではｎとＮは独立した変数

と捉える。また、評価モデルを単純化するため、すべての個々人が他人の将来的なインタ

ーネット利用に関して情報を持たないという前提を設定する。これにより、初期における

期待便益ＢＥ の中に、地域内の利用者数増加による外部性Ｅ (ｎ)、世界全体における利１ １

用者増加による外部性Ｅ (Ｎ)が包含される可能性が排除される。２
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（ ）ＢＥ＝ＢＥ ＋Ｅ (ｎ)＋Ｅ (Ｎ) 式１１ １ ２

ＢＥ：インターネット利用による便益

ＢＥ ：外部性アプローチを想定しない初期におけるインターネット利用の期待便益１

Ｅ (ｎ)：地域内のインターネット利用者数増加によるネットワークの外部性１

Ｅ (Ｎ)：世界全体のインターネット利用者数増加によるネットワークの外部性２

ｎ：地域内のインターネット利用者数

Ｎ：世界中のインターネット利用者数

次に事例研究からも確認されたもう一つの特徴として直接的外部性と間接的外部性の違

いがあり、これも経済的評価に反映する。コミュニケーションできる相手の増加等の直接

的外部性は利用者数ｎやＮに比例的に増加し、一方、サービス向上、技術の高度化等の間

接的外部性は、ある程度利用者が増加してから、つまり市場規模が拡大してからでないと

大きくならないと予想される。これまでも電話を対象としたネットワークの外部性に関す

る議論はいくつか見られたが、電話の技術的な発展性が比較的小さかったため、この間接

的外部性はあまり注目されなかった。しかし、インターネットにおいては、その技術的な

発展性が高く、既に利用者拡大にともない、第２章で述べたストリーミングや、インター

ネットを利用したテレビ会議、インスタントメッセージング 等の新しい技術が開発され４）

るとともに、電子商取引( )等の新たなサービスも普及しつつある。こElectronic Commerce

のような事から直接的外部性Ｅｄと間接的外部性Ｅｉは分けて考えることが望ましく、式

１は式２のように展開される。

なお、本稿における経済性評価では、限界的なインターネット利用者により発生するネ

ットワークの外部性（直接的外部性と間接的外部性）は地域内のすべてのインターネット

利用者において同じであると仮定する。

（ ）ＢＥ＝ＢＥ ＋Ｅｄ (ｎ)＋Ｅｉ (ｎ)＋Ｅｄ (Ｎ)＋Ｅｉ (Ｎ) 式２１ １ １ ２ ２

Ｅｄ (ｎ)：地域内のインターネット利用者数増加による直接的外部性１

Ｅｉ (ｎ)：地域内のインターネット利用者数増加による間接的外部性１

Ｅｄ (Ｎ)：世界全体のインターネット利用者数増加による直接的外部性２

Ｅｉ (Ｎ)：世界全体のインターネット利用者数増加による直接的外部性２

②経済性評価のモデル

上記の式を基に、研究した事例を踏まえ、以下のようなモデルを作成し、外部性アプロ

ーチの経済性評価を行う。

端末、アクセスポイント、通信回線等、インターネット接続に必要な環境をひとまとま

りの財Ｘとして捉える。ただし、財Ｘの通信形態（専用線、ダイヤルアップ等 、通信速）

度、端末の性能等はすべて一定に固定する。この財Ｘに関する特定地域Ａ内の需要供給曲

、 （ ） 、 。線を考え 横軸に財Ｘの利用者数 インターネット利用者数 をとり 縦軸に価格をとる

ここではこの地域Ａが市場全体に対して極めて小さいとすることで財Ｘの供給曲線Ｓは水

平になる。また、山田村の事例等から財Ｘを安価、もしくは無償で提供すると大幅な利用

者増加が予想されることから、需要曲線Ｄは図５－４のようになる。この需要曲線に上記
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の式２の考え方を適用して外部性アプローチの経済性評価を行う。つまり、式２における

初期期待便益ＢＥ の部分が外部性を考慮しない場合の需要曲線Ｄに相当する。外部性ア１

プローチとして財Ｘを無償で提供した場合、地域Ａ内において極めて短期間で財Ｘの利用

者数、つまりインターネット利用者数が点ｃまで増加すると想定される。何も施策が行わ

れない場合は点ｑで均衡し、△ａｂｑだけの余剰が住民にもたらされる。なお、点ｑや点

ｃの位置、および需要曲線Ｄの傾きに関しては、山田村の事例や我が国のインターネット

の普及状況を踏まえ、何も施策を行わない場合の普及率が ％前後、無償で提供する外10

部性アプローチを行った場合の普及率が ％前後という設定に基づいている。この外部70

性を考慮しない需要曲線Ｄだけを考えると、財Ｘを無償で提供するといった外部性アプロ

ーチは△ｑｃｅ－△ａｂｑだけの損失を地域にもたらすことになる。

また、外部性アプローチでは、地域Ａ内の財Ｘの需要量、つまり利用者数ｎは短期間で

増加する。一方、世界全体におけるインターネット利用者数Ｎは、現在も急速に増加して

いるとは言うものの、外部性アプローチを実施した場合の地域内の利用者数ｎのように短

期間で大幅な拡大は見込めない。 そこで、本稿では上記のモデルを用いて外部性アプロ５）

ーチの経済性評価を短期と中・長期の２期間に分けて動学的に評価することとする。つま

り、短期においては、地域内のインターネット利用者数増加による外部性のみを考慮し、

中・長期においては地域内に加えて、世界全体におけるインターネット利用者数増加も考

慮することになる。

図５－４ 外部性を考えない場合の評価モデル

３）短期的な外部性アプローチの評価

短期的には、地域で行われる外部性アプローチによる地域内のインターネット利用者数

増加のみを想定し、世界全体のインターネット利用者数増加による外部性は考慮しないた

め、インターネット利用者の便益ＢＥは式３のように表される。実際には、図５－４で示

した点ｆまでのインターネット利用者は既に存在するので、彼等から生じる外部性は内部

化されており、除外して検討することが望ましい。しかし、ここではモデルを簡略化する
６）ため、彼等の外部性も含めて経済性を評価することとする。
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（ ）ＢＥ＝ＢＥ ＋Ｅｄ (ｎ)＋Ｅｉ (ｎ) 式３１ １ １

外部性を考慮しない場合の便益ＢＥ は需要曲線Ｄに相当し、外部性を考慮すると、需１

要曲線Ｄは地域内の利用者数増加による直接外部性Ｅｄ (ｎ)と間接外部性Ｅｉ (ｎ)の分１ １

だけ底上げされる。

まず、直接的外部性であるが、その性格から地域内でコミュニケーション可能な相手が

増加することにより比例的に増加すると考えられ、相互に教え合えること等も直接的外部

性に当たる。ブラックスバーグの の事例に見られるように、メーリングリBEV-SENIORS

スト等のオンラインでの交流を通じて地域に新たなコミュニティが形成されることも直接

的外部性によるところと言えよう。

一方、間接的外部性は利用者がある域を超えて増加した場合に急速に増加するという指

数関数的なものになると考えられる。なぜなら、インターネット利用者がある一定の数を

超えると、地域の商店等もインターネットを通じた販売サービスを提供するであろうし、

利用者が住民の多くを占めれば、地方公共団体もインターネットを介した行政サービスの

提供を始めるからである。山田村やブラックスバーグにおいても地方公共団体によるイン

ターネットを利用したサービス提供が拡大しており、ブラックスバーグでは地域の産業の

多くもインターネットを介したサービス提供を行っている。なお、間接的外部性に関して

は必ずしも短期的に創出されるものではなく、中・長期的に創出される場合もあり、 逆７）

にブラックスバーグのように間接的外部性に当たる部分のサービス（地方公共団体による

サービス等）を事前に整備して住民の利用を喚起することもあり得る。

このような地域内の利用者数増加による直接外部性Ｅｄ (ｎ)と間接外部性Ｅｉ (ｎ)を１ １

考慮した場合、需要曲線Ｄ’は図５－５に示すようになる。これにより財Ｘを無償で提供

した場合の損失部分は大幅に減少することになり、△ａｂｑ’から弓形ｑ’ｆｅを引いた

ものが純便益（損失）となる。図５－５では純損失が生じているが、外部性の大きさによ

り需要曲線Ｄ’が更に上方にシフトすれば、点ｃの利用者数 に財Ｘを無償で提供する外８）

。 、 、部性アプローチでも純便益を創出することが可能である つまり 住民相互の教え合いや

地方公共団体における行政サービスの提供、地域内の産業による多様サービスの提供等に

より、利用者である住民にとっての外部性をいかに高めることができるかが、外部性アプ

ローチの純便益創出の鍵となる。また、ネットワークの外部性が図５－５のようであった

としても利用者数が増加すれば、需要曲線Ｄ’が上昇し続け純便益を創出するとも考えら

れるが、需要曲線Ｄ’の上昇、つまりＥｉ (ｎ)＋Ｅｄ (ｎ)の増加には限界がある。地域１ １

Ａの住民の数は限られているため、短期的な視点において、ｎが住民数に達した時点でネ

ットワークの外部性は増加を停止することとなる。
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図５－５ 地域内の外部性のみ考えた外部性アプローチ

図５－５のＥｄ (ｎ)とＥｉ (ｎ)は地域内におけるインターネット利用者数増加に応じ１ １

て外部性がどのように変化するかを示しているが、住民に対する外部性の配分は図５－５

に示すようにならないことに留意する必要がある。外部性アプローチでは、限界的なイン

ターネット利用者も外部性による便益増加を受けるが、既存のインターネット利用者も外

部性による便益を享受する。この便益の配分は、直接的外部性だけを例にとって考えると

図５－６に示すようになり、直接的外部性を表すＥｄ (ｎ)を２等分することで表すこと１

ができる。外部性アプローチでインターネット利用者数がｎ’まで増加したとすると、最

’ 。 、後の１人ｎ 番目の住民がもたらした外部性は図５－６の斜線で示すようになる しかし

この斜線部分はすべてｎ’番目の人が享受するのではなく、半分は一番最初のインターネ

ット利用者に配分されることになる。創出される外部性の内半分は、ｎ’番目の人がｎ’

人まで利用者が増加すると予想していなかったことによる外部性であり、もう半分は最初

の人がｎ’人まで利用者が増加すると予想していなかったことによる外部性である。つま

り、Ｅｄ (ｎ)で表される直接的外部性の便益の半分は実際のところ左右逆に配分される１

ことになり、ｎ’までインターネット利用者数が増加した場合の便益配分は利用者数を表

すＸ軸に平行な直線Ｅｄ (ｎ’)／２となる。つまり、地域内のインターネット利用者全１

員に同じ外部性Ｅｄ (ｎ’)／２が配分されることになる。なお、この直線はインターネ１

ット利用者数ｎの変化により上下する。
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図５－６ 地域内の利用者数増加による直接的外部性の実際の便益の配分

上記のように直接的外部性による便益の配分は図５－５と異なり、実際には半分が左右

逆に配分されるわけであるが、これは間接的外部性においても同様である。したがって、

図５－５に示したグラフにおいて、財Ｘを無償で提供する場合の外部性は図５－７に示す

ようになる。ただし、図５－５で示した外部性△ａｃｆと、図５－７で示した外部性

□ａ’ａｃｆの大きさは同じであるため、純便益（損失）に対する評価は基本的に変化し

ない。また、短期的に見た場合の財Ｘの最適供給量であるが、一見すると図５－７に示す

点ｉが最適供給量を示しているように見えるが、これは最適供給量を表していない。なぜ

なら、図５－５に示したＤ’と異なり、便益配分を見直した図５－７のＤ’はインターネ

ット利用者数により変化する動的な直線であるためである。このため実際の最適供給量は

図５－７の点ｊと点ｃの間のいずれかに存在すると考えられ、 短期的に評価すると、財９）

Ｘを無償で提供する外部性アプローチが必ず望ましいとは言えない。むしろ、短期的に評

価すると財Ｘの購入費用を一部補助するような外部性アプローチが望ましいと考えられ、

インターネットの接続料金の一部を補助する京都市や藤沢市等の外部性アプローチはこれ

に該当すると考えられる。

図５－７ 財Ｘを無償で提供した場合の地域内の外部性の配分
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４）中・長期的な外部性アプローチの評価

インターネットはグローバルな情報通信ネットワークであり、ネットワークの外部性に

関して中・長期的には、地域内の利用者数増加によるものだけでなく、世界全体の利用者

数増加によるものも考慮することが必要である。世界全体の利用者数の増加による外部性

は、地域内の利用者数の増加による外部性ほど大きくないが、世界中の人々との交流機会

を創出したり、世界中の情報の利用が可能になったり、インターネットに関連した世界規

模での技術革新促進等の便益を利用者にもたらす。つまり、中・長期的にはインターネッ

ト利用者の便益は式２を用いて評価することになる。なお、中・長期的な視点で考えた場

合、地域内の利用者数増加による外部性も短期的な評価から変化すると考えられるが、こ

こでは評価モデルをある程度簡略化するために上記の短期的な視点による評価をそのまま

流用することとする。したがって、中・長期的な視点からの評価に関しては、地域内の利

用者数増加による外部性の部分は短期的なものと同様に固定し、世界全体の利用者数の変

化による外部性のみを評価する。

地域内の利用者数増加によるネットワークの外部性同様、直接的外部性と間接的外部性

があるわけであるが、直接的外部性はもちろん世界中のインターネット利用者とのコミュ

ニケーション機会の拡大である。趣味等、特定の情報に関しては必ずしも地域内に適当な

コミュニケーション相手がいるわけでなく、インターネット利用者全体の中から自分の趣

味の合致するコミュニケーション相手を見つけることができる。ホームページ等の情報発

信機能や、サーチエンジンによる検索機能、メーリングリスト等もインターネットの中に

おいて特定の情報に関する情報交換、コミュニケーション機会の拡大に大きく寄与してい

る。ただし、第２節で説明したように、世界全体の利用者数増加による外部性は地域内の

利用者数増加による外部性より相対的に小さい。つまり、地域内で 人インターネット100

利用者が増加したことによる外部性は世界全体で 人利用者が増加したことによる外部100

性より確実に大きい。これはネットワーク上でのコミュニケーションがフェイス・トゥ・

フェイスのコミュニケーションと相互補完関係にあり、また、物理的に近接している方が

相互の教え合いによる学習効果等を創出できるためである。

一方、間接的外部性としてはインターネットで利用できる新たなソフトウェアやサービ

スの開発・提供を挙げることができる。例えば、インターネット利用者の増加にともない

ホームページから書籍を販売する電子商取引サービスが提供されるようになってきてお

り、これも間接的外部性と捉えることができる。従来、地方の本屋では書籍の品揃え等の

問題が指摘されてきたが、このサービスを利用することで地方に居住していても多様な書

籍購入が可能である。このようなサービスは、以前からインターネットを利用していて、

かつこのようなサービスを期待していなかった人にとって間接的外部性となる。また、間

接的外部性に関しても、直接的外部性同様、世界全体の利用者数増加による外部性は地域

内の利用者数増加による外部性より相対的に小さい。住民が 人の地域で半分に当た1,000

る 人がインターネットを利用した場合、地域の商店街や地方公共団体はインターネッ500

トを介したサービス提供を開始する可能性がある。しかし、世界全体において 人程度500

、 、の利用者数の増加は 電子商取引等のインターネット全体としての新たなサービス提供や

新たな技術開発のインセンティブとはならない。ただし、この比較は利用者数の増加が同

じの場合であり、実際、世界全体の利用者数は特定地域の人口をはるかに上回る勢いで増
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加しており、我が国でもここ１年間で約 万人の利用者増加が見られる。つまり、世1,000

界全体のインターネット利用者数増加の動向を見ると、中・長期的に創出される間接的外

部性は決して小さくない。

式２において世界全体の利用者数増加による外部性（直接的外部性と間接的外部性）は

Ｅｄ (Ｎ)＋Ｅｉ (Ｎ)となっているが、実際には地域Ａにおいて外部性アプローチが実施２ ２

された時点で世界全体として相当数のインターネット利用者が存在し、地域Ａ内の住民も

そのことに関する情報を所有している。つまり、中・長期的な視点で評価する場合、外部

性アプローチを実施した時点における世界全体のインターネット利用者数Ｎ’の外部性は

ＢＥ に包含され、これを評価時点で利用者数Ｎ の外部性から引く必要がある。したがっ１
＊

て、中・長期的な視点からの個人の便益は式４となる。式４に基づく中・長期的な外部性

アプローチの経済性評価を図で示すと図５－８のようになり、需要曲線は図５－５に示し

たＤ’からＥｄ (Ｎ )－Ｅｄ (Ｎ’)＋Ｅｉ (Ｎ )－Ｅｉ (Ｎ’)だけ上方に平行にシフト２ ２ ２ ２
＊ ＊

したＤ”となる。世界全体でのインターネット利用者が増加すればするほど、外部性アプ

ローチの需要曲線は上方にシフトし、今後もインターネットの大幅な増加が期待できるこ

とを考慮すると、中・長期的に見て財Ｘを無償で提供する外部性アプローチが純便益を創

出する可能性は高く、この純便益は地域Ａ内における財Ｘの利用者数が多ければ多いほど

大きい。なお、中・長期的に評価する場合、世界全体としての利用者数増加によるネット

ワークの外部性が地域Ａ内のインターネット利用者に一律に付加されるため、短期的な評

価のように便益の配分の見直しを考慮する必要はない。

ＢＥ＝ＢＥ ＋Ｅｄ (ｎ)＋Ｅｉ (ｎ)＋Ｅｄ (Ｎ )－Ｅｄ (Ｎ )＋Ｅｉ (Ｎ )１ １ １ ２ ２ ２
＊ ＊'

－Ｅｉ (Ｎ ) （式４）２ '

Ｎ ：外部性アプローチを実施した時点における世界全体のインターネット利用者数’

Ｎ ：評価時点での世界全体のインターネット利用者数＊

一方、中・長期的には、技術革新等により財Ｘの供給曲線ＳはＳ’へと下方にシフトす

るとも考えられ、この点からも無償提供の外部性アプローチが純便益を創出する可能性が

高くなる。ただし、これは、通信形態（専用線、ダイヤルアップ等 、通信速度、端末の）

性能等の財Ｘの内容を固定した場合であり、実際には外部性等により創出されるインター

ネットの高度なサービスに対応するため財Ｘの内容もより高度に変化すると予想され、供

給曲線Ｓは変化しないと考えた方が妥当かもしれない。具体的に事例としては、プロバイ

ダーによるインターネット接続サービスが挙げられる。ダイヤルアップによる接続サービ

スの価格は下降傾向にあり数年前と比較すると格段に下がってきているものの、昨今、普

及し始めている専用線によるインターネット接続サービスはダイヤルアップと比較すると

高価（サービス自体の価格は低下傾向にある）であり、接続サービスの価格を再び上昇さ

せる要因となっている。
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図５－８ 地域内外の外部性を考慮した外部性アプローチ

供給曲線の位置の問題は無視するとしても、上記のように中・長期的な視点に立ち、か

つインターネット利用者が今後も順調に拡大するという仮定を置くと、短期的評価とは逆

に財Ｘを無償で提供するという外部性アプローチの方が、価格を一部補助する外部性アプ

ローチよりも望ましくなる。もちろん、無償で提供する外部性アプローチが中・長期的に

純便益を創出する前提としては、短期的においてＤ’に示されるような地域内の利用者数

増加による外部性が十分に創出されている必要がある。したがって、短期的な評価におい

て示したように、住民相互の教え合いや、地方公共団体における行政サービスの提供、地

域内の産業による多様サービスの提供等により、利用者にとっての外部性をいかに高める

。 、 、ことができるかが地域において非常に重要になる 逆に 中・長期的に創出される地域外

つまり世界全体のインターネット利用者数増加による外部性に関しては、地域において取

り組む施策により変化させることは難しく、地域としては、これらの外部性をより多く地

域に還元できるよう、地域内の利用者数増加、地域内における外部性拡大に努めることに

なろう。また、Ｄ’同様、需要曲線Ｄ”の上方へのシフトに関しても限界がある。それは
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１０）その拡大余地は多分に残っていると言える。

５）外部性の大きさの測定

上記のように経済的に評価できるネットワークの外部性であるが、実際にどのように測

定するかはこれからの検討課題である。外部性の測定方法に関しては、普及率から測定す

る方法と、住民の価値観の変化を直接調査する方法が想定される。林紘一郎( )による1998

と、ネットワークの普及は外部性を内部化することであり、この観点からすると一定期間

の普及率の変化を見ることでネットワークの外部性の大きさを測定できる可能性がある。

しかしながら、実際にはインターネットに接続することがもたらす利便性、便益に住民が

徐々に気付くことによる自然的な利用者の増加、普及もあると考えられ、この自然な普及

とネットワークの外部性による普及を分離させることは非常に困難である。ただし、外部

性アプローチ実施前後の普及率を見ることにより、図５－４に示したようなインターネッ

ト利用の需要曲線を想定することが可能であり、これを外部性の経済性評価に役立てるこ

とができる。

一方、住民の価値観の変化に関してはアンケート調査等によりある程度正確に測ること

が可能である。外部性アプローチを実施してしばらくした後、住民に「外部性アプローチ

による支援を打ち切っても自己負担でインターネットを利用するかどうか」といった内容

の質問を行う。この質問の回答において「自己負担してもよい」とする住民においては、

自己負担してよいほど価値が高まっていると考えられ 「自己負担してもよい」と回答し、

た住民の数だけ需要曲線が左にシフトしたと想定し、このシフト分を外部性と捉えること

ができる。現状では、このような手法により外部性を測定することが、外部性アプローチ

の有効性を検証する上でも最も妥当ではないかと考えられる。

このように正確な外部性の測定はまだまだ困難であるが、既存のネットワークと外部性

の大きさを比較することは可能である。現実ネットワーク( )として従来、外Actual Network

部性の検討の対象となっていた電話 とインターネットの外部性を比較すると表５－１１１）

に示すように整理することができる。

直接的外部性に関しては、電話が「コミュニケーション可能な相手の増加」だけの感が

あるのに対して、インターネットにおいてはそれに加えて「 等の情報の拡大 「利Web 」、

」 。 、 、用方法等に関する教え合い 等の外部性が発生する 特に電話と異なり 利便性が高い分

その利用にある程度の知識を必要とするインターネットに関しては 「利用方法等に関す、

る教え合い」という外部性が小さくない。また、間接的外部性に関しても、技術的な拡張

性が低い電話に対して、その拡張性が高いインターネットでは利用者増加にともなう様々

な利便性の高いサービスの提供が期待される。以上のことから、インターネットの創出す

るネットワークの外部性は電話の創出するそれよりも格段に大きいと考えられる。
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表５－１ 電話とインターネットのネットワークの外部性の比較

６）経済性評価のまとめとサービス供給者の便益の補足

第３節、第４節から、地域内の外部性だけを短期的に評価する場合は、インターネット

の利用を実現する財Ｘを無償で提供する外部性アプローチを実施することが必ずしも望ま

しいとは言えず、現在、いくつかの地方公共団体に見られるように、接続費用の一部を補

助する等の外部性アプローチの妥当性が高い。しかし、今後も中・長期的にインターネッ

トの利用者数が増加すると仮定した場合、財Ｘを無償で提供し、地域内の利用者数を最大

限に増加させる外部性アプローチの方が望ましくなる。地域内のインターネット利用者が

多ければ多いほど、将来的な世界全体のインターネット利用者数増加によるネットワーク

の外部性により地域が受ける便益は大きくなる。つまり、中・長期的な視点から考察する

と、インターネットの利用実現する財Ｘの最適供給量は地域全住民であり、すなわち全住

民がインターネットに接続することがパレート最適になる。ただし、これはインターネッ

トの利用に対して否定的な住民がいないという前提であり、実際には、山田村に見られる

、 。 、ように 無償で端末等を提供しても利用しない住民も存在する このような住民の中には

インターネットやコンピュータの利用を頑なに拒絶する人も一部おり、これらの人のイン

ターネット利用を促すためには無償提供に付加して、補助金を供給する必要があり、その

費用は非常に高くなる。したがって、このような人が地域内に存在する場合は必ずしも地

域全住民が財Ｘの最適供給量ではなく、無償で提供した場合に利用する住民が最適供給量

となろう。

一方、本稿では需要者側の視点に焦点を当てて経済性の評価を行ったが、インターネッ

トの利用者数が増加すると、インターネットを介してサービスを供給する供給者（財Ｘの

供給者とは異なる）も大きな便益を得ることになる。本稿で外部性アプローチの提供主体
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サービス提供者

ストリーミング、電子商取引
等、技術的な拡張性が高く、
利用者増加にともなう新たな
サービス拡充が期待できる。

既存の利用者

サービス提供者

ストリーミング、電子商取引
等、技術的な拡張性が高く、
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的
外
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電　話　　　　　　　　　　インターネット
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としている地方公共団体に関しても、住民のインターネット利用者が増加すれば様々なサ

ービスをインターネット上に移行でき、費用削減を中心とした大きな便益が期待できる。

回覧板や広報紙等、これまで紙で配布していた情報はすべてインターネット上で提供する

ことで印刷費を削減できるし、申請・手続等もインターネットを介して提供することで窓

口における人的労力（人件費）を削減できる。また、通信回線の大容量化や関連技術の発

達により、インターネットを介した遠隔医療、遠隔介護、遠隔学習等の新たなサービス提

供も期待できる。ただし、地方公共団体等のサービス供給者に関しては、インターネット

によるサービス提供が必ずしも費用削減になるとは限らない。例えば、地方公共団体から

住民に対する情報提供に関しては、多くの住民がインターネットを利用するまで、紙等、

既存のメディアとインターネットを併用することになり、かえって費用増加に繋がる可能

性もある。情報提供に必要な費用は簡略化すると図５－９の情報提供費用関数ｆ(ｘ)に示

すように表すことができ、当初、インターネットによる情報提供費用Ａに加えて、従来の

メディアによる情報提供費用Ｂが必要になる。つまり、地方公共団体においては費用Ｂの

分だけ従来より高い負担となる。そして、ある程度（図では点ｎ ）以上にインターネッ＊

ト利用者数が増加し既存のメディアによる情報提供費用が削減されないと、地方公共団体

として費用削減の便益は得られない。実際には、従来のメディアによる情報提供費用と、

インターネットによる情報提供費用は完全に分離されるものではなく、重複する部分も多

、 ’ 、 （ ）く 情報提供費用関数はｆ (ｘ)になり 少ないインターネット利用者数 図では点ｎ"

で費用逓減を達成できるとも考えられる。インターネットで普及が進んでいる 等PDF １２）

を活用すれば、印刷物を電子化することも容易であり、逆に情報通信技術の発達により組

織内部において高度な印刷物の作成も可能になってきている。

図５－９ インターネットの普及における地方公共団体の情報提供費用の変化

Ａ

Ａ

Ｂ

価格

利用者
数(ｎ)

０

Ａ：インターネットによる情報提供費用

Ｂ：従来のメディアによる情報提供費用

100％

ｆ(ｘ)

ｎ＊

ｆ’(ｘ)

ｎ’’

Ａ

Ａ

Ｂ

価格

利用者
数(ｎ)

０

Ａ：インターネットによる情報提供費用

Ｂ：従来のメディアによる情報提供費用

100％

ｆ(ｘ)

ｎ＊

ｆ’(ｘ)

ｎ’’
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このようなことから、サービスの供給者である地方公共団体等の視点から見ても、イン

ターネットの利用実現する財Ｘの最適供給量は地域全住民と考えられる。全住民がインタ

ーネットを利用するようになれば、表５－２に示すような様々なサービスが地方公共団体

で実現可能となり、他のメディアによる重複したサービスの費用削減、サービスの質の向

上、新たなサービス提供等、地方公共団体においては多大な便益が期待できる。

このように経済性評価においては、需要者としての住民だけでなくサービス供給者にお

いても、地域のインターネット利用者数を増加させる外部性アプローチによる便益が創出

され、このような施策に取り組むことのある程度の妥当性が窺えるわけであるが、次章で

は便益評価以外の観点からも外部性アプローチの考察を試みる。

表５－２ 全住民がインターネットを利用した場合の地方公共団体のサービス

注

( )、 頁１）Capello 1994 19

石井( )、 頁２） 1996 144

言語等を考慮すると、地域内利用者、日本語での利用者、世界中の利用者と３区分で考３）

えることも可能であるが、本稿では２区分で捉えることとする。

インターネット上で同じソフトを利用している仲間がオンラインかどうかを調べ、オン４）

ラインであればチャットやファイル転送等を行うことができるアプリケーションソフトを

インスタントメッセージングと言う。代表的なものに 等がある。ICQ

既存の利用者に対する割合としての増加を指す。５）

モデルにおいて設定している点ｆまでの少ない利用者数では外部性も小さく、評価自体６）

に大きな影響を及ぼすとは考えられない。

外部性アプローチでは、自然増に見られない急激な利用者増加が起こるため、サービス７）

を提供する企業等では、その対応が自然増と比較して遅れる可能性が高い。

もし、外部性アプローチによって発生する直接的外部性を住民が理解していると仮定す８）

ると、財Ｘを無償で提供した場合、利用者は点ｈまで増加する。

便益配分も含めて静的な直線（曲線）で表すことが可能な限界的なインターネット利用９）

者の外部性だけを考慮しても、最適供給量は点ｊより左にあると考えられるが、点ｃでは

純損失が生じる。

言語の違いを考慮すると日本全体にインターネットが普及する時点が限界点とも考え１０）

られる。

・オンラインによる広報　　　　　　　　　　　　　　
・オンラインによる申請・手続　　　　　　　　　　　
・インターネットを活用した水道料金等の検針　　　　
・インターネットによる金銭収受（税金、公共料金等）
・オンラインによる投票（住民投票）　　　　　　　　
・遠隔医療、遠隔介護、遠隔教育　　　　　　　　　　
・オンラインによる行政への住民参加　　　　　　　　
・オンラインによる情報公開

・オンラインによる広報　　　　　　　　　　　　　　
・オンラインによる申請・手続　　　　　　　　　　　
・インターネットを活用した水道料金等の検針　　　　
・インターネットによる金銭収受（税金、公共料金等）
・オンラインによる投票（住民投票）　　　　　　　　
・遠隔医療、遠隔介護、遠隔教育　　　　　　　　　　
・オンラインによる行政への住民参加　　　　　　　　
・オンラインによる情報公開



- 41 -

ここでの「電話」は電話機を通して相互に会話を実現する電話サービスを指し、電話１１）

線等のインフラ部分は含まない。

米 社が開発した、異なったソフトウェアで作成した文書のインターネ１２） Adobe Systems

Acrobat Portableット上での共有化を可能にする というソフトウェアのファイル形式を指し、

の略である。Document Format
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６．外部性アプローチの妥当性

施策の純便益（損失）による経済性評価以外の多様な側面から外部性アプローチの妥当

性を検討する。外部性アプローチを展開する理由として考えられるところを示すとともに

その妥当性を経済学的な視点を中心に評価する。

１）１）公共的側面とユニバーサルサービス

従来から通信サービスは、電気、ガス、水道、交通等と同様に公共性の高い公益事業の

代表とされてきた。単純に、このような公共性の高い公益事業は政府、もしくは地方公共

団体が行うべきであるとも考えられるが、一般に企業組織の方が効率的であるとの観点か

ら、これらの公益事業のほとんどが民間企業、公営企業、特殊法人等により運営されてい

る。だが、一方で、その公共性を確保するために、それぞれに法律等による公的な規制を

設けている。 通信サービスに関しても同様であり、 年に設置された日本電信電話２ ） 1952

公社、所謂電電公社が、 年に日本電信電話株式会社（以下、ＮＴＴ）として民営化1985

される際に制定された電気通信事業法、およびＮＴＴ法により規制されている。このよう

なことから、通信サービスは公共的な性格が非常に強いと考えられるが、ここで注意しな

ければならないのは、ここで言う「通信サービス」とは電話を中心とした従来型のサービ

スであり、インターネットに代表されるような「新たな情報通信サービス」とは異なると

いうことである。従来から提供されている電話等による通信サービスに関しては、ＮＴＴ

法においてユニバーサルサービスの提供がＮＴＴに課せられているが、 現状において新３）

たな情報通信サービスに対してユニバーサルサービスを規定した法律はない。 つまり、４）

昨今の急速な高度情報化の進展にともない新たな情報通信サービス、特にインターネット

の公共性が高まったにもかかわらず、ユニバーサルサービス等の制度面における対応が遅

れている。これは地方公共団体が民間企業に代わってユニバーサルサービスを提供する理

由になり、外部性アプローチはインターネットにおけるユニバーサルサービスを実現する

１つの方法と捉えることができる。

このような現状から情報通信ネットワークの整備は、各地域における公共サービスの中

心を司る地方公共団体の対応として妥当性が高いものであると考えられるが、ここで問題

となるのは、台頭してきた新たな情報通信サービスが公共性やその他の観点からユニバー

サルサービスに値するかどうかということである。

公共性を検討する場合の１つの視点は、公共財か私的財か、ということである。公共財

の特徴は、非排除生（財の消費に関して対価を支払わない者を排除することが困難なこ

と 、非競合性（財の消費に参加するものがお互いに競合しないこと）を有することであ）

るが、完全な非排除性、非競合性を持つ純粋な公共財はほとんどなく、国防と外交等が代

表的なものとなる。先に挙げた電気、ガス、水道、交通等はこれらの特徴が不完全な状態

。 、 。で存在する準公共財である ここで インターネットが公共財に該当するか検討してみる

インターネットは商用サービスとして提供している場合、対価を支払わない個人を排除す

ることは商用サービスを提供している企業において容易である。しかしながら、インター

ネット全体として特定の個人を排除することは非常に困難である。また、インターネット

の利用に関しては、よく交通に例えられるが、通信回線や機器の容量を超えない範囲にお

いて利用する場合、つまり一定数までは新たな利用者による競合性は存在せず、一定数以
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上に利用者が増加した場合のみ混雑現象による競合性が発生する。このようなことからイ

ンターネットは、不完全ながら非排除性、非競合性を持つ準公共財であり、従来の通信サ

ービス同様、公共性が高いと言える。加えて、インターネットには「ネットワークの外部

性」が存在するため、市場における供給量が社会的に望ましい供給量よりも少ない量で均

衡すると予想され、政府（地方公共団体）の介入を必要とする理由の１つと言えよう。

、 、 。では 国民の生活に不可欠な存在になっているかどうか という観点ではどうだろうか

11 11.0『 』 、 、平成 年版通信白書 によると 我が国のインターネット普及率は 世帯普及率で

％、利用人口は約 万人（総人口の約 ％）となっている。更に 年５月の郵政1,700 13.5 2000

省の発表によると、インターネットの利用者数は約 万人まで拡大しており、急速な2,700

普及を見せている。 しかし、依然として利用者が偏っており、性別や世代、収入等によ５）

る情報格差（第４節で後述）が見られ、また数値的にも国民生活に不可欠なものであり、

ユニバーサルサービスに値するとは言い難い。 実際、我が国よりもインターネットの６）

普及が進んでいる諸外国でも家庭でのインターネット利用をユニバーサルサービスとして

明確に規定している事例は見られない。

以上の検討から、インターネットに代表される情報通信ネットワークは公共性を有して

いる反面、依然として国民生活に十分浸透しているとは言えず、現状ではユニバーサルサ

ービスに値するとは必ずしも言えない。また、このユニバーサルサービスの担い手として

地方公共団体が適切かどうかも問題を残すところである。郵政省( )『マルチメディ1998c

ア時代に向けた料金・サービス政策に関する研究会報告書』では「普及初期においては地

方公共団体における先導も必要」としているものの、ユニバーサルサービスの担い手とし

ては民間企業を念頭においており、地方公共団体における外部性アプローチには民間企業

との棲み分けといった課題も存在する。

２）地域間競争の手段

昨今の景気低迷にともない地方公共団体の財政が逼迫する中、各地方公共団体において

は税源を確保するための産業の育成・誘致、人口の維持・増加が１つの大きな課題になっ

ている。また、地域の存続、生活基盤としての地域経済の活力維持等の観点からも上記の

課題への対応が求められている。そこで、各地方公共団体ではこの課題を達成するために

地域の魅力を高める様々な施策を展開している。しかしながら、日本全国における人口や

産業の総数は急に増加しないので、ある地域への産業・人口の集積が進めば、一方に産業

・人口の減少する地域も存在する。

このような背景により、 ～ 年に行われた「ふるさと創生 億円事業」以来、各1988 89 1

地方公共団体独自の施策をもとにした地域間競争が激化しているように見受けられる。地

域における情報化の推進はこのような地域間競争において、産業振興や住民吸引等に寄与

すると考えられ、マクロ的な効果も報告されている 『平成 年版通信白書』によると、。 10

経済成長に対する情報通信ストック（情報通信機器、通信施設等）の重要性は確実に高ま

っている。コブ・ダグラス型生産関数を用いて作成したマクロモデルによると、情報通信

（ ） （ ）ストックの経済成長に対する寄与率は ％ ～ 年 から ％ ～ 年50.0 1985 90 131.2 1990 95

に伸びている。また、表６－１に示すように、小野・吉川( )によると、様々なインフ1999

ラストラクチャの地域経済に与える影響を比較した結果、情報通信の生産力効果 が最も７）
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大きくなっている。

表６－１ 社会資本の分野別・地域別生産力効果

出典：東洋経済新報社『経済政策の正しい考え方』

外部性アプローチによって情報リテラシーの高い住民が増加すれば、近年、情報通信技

術活用の重要性がますます高まっている企業への人材供給という点で優位性が創出され

。 、 、る また 外部性アプローチによる安価で快適なインターネット接続サービスの提供には

これらのサービスを嗜好する転入者の増加を促すことや、増加するインターネット利用者

を対象としたニュービジネスの発展や、起業家の育成等の効果も期待される。実際、ブラ

ックスバーグでは、ＢＥＶプロジェクトの結果、多くの起業家が事業許可申請を行ってお

り、バージニア工科大学の優秀な人材を町に留まらせることにも寄与しているようだ。野

中・ ・柴田( )は、図６－１に示すように 「形式知」と「暗黙知」 のスパReinmoeller 1998 、 ８）

イラル状の相互作用によって「知識創造プロセスが継続的に稼働している地域は発展に向

かう」としており、知識創造の「場」の１つとして「サイバー場」という情報通信技術を

活用したオンラインの空間が適していることを示している。つまり、外部性アプローチに

より「サイバー場」を作りだすことで、この知識創造プロセスがうまく稼働すれば、地域

産業の競争力向上が図られることも期待できるわけである。

このように外部性アプローチは地域の競争力向上に寄与する可能性があるわけである

が、一方で外部性アプローチは住民や企業を誘引する要因の１つに過ぎず、交通、市場、

住環境等様々な要因を含めて総合的に評価されることを地方公共団体は認識する必要があ

ろう。加えて、野中・ ・柴田( )が示すような知識創造プロセスを地域におReinmoeller 1998

いて創出するためには「サイバー場」だけでなく、知識の変換に適した「共感場 「対」、

話場 「実践場」 が整備される必要があり、これらを整備することは容易ではない。」、 ９）

この他、外部性アプローチが地域にもたらす先進的なイメージも地域の競争力向上に大

きく寄与する。実際、山田村は、多くのマスメディアに取り上げられたことによりその知

、 、 。名度を高め 多くの地域からの視察が訪れることで 地域内の交流人口も大幅に増加した

また、ブラックスバーグにおいてもその先進性から多くの情報が発信され、その知名度を

向上させており、日本からも多くの人々が視察に訪れている。ただし、今後も外部性アプ

ローチが先進的な事例として必ずしも注目を集めるという保証はない。将来、このように

農林水産 物流効率 福祉医療 教育研究 環境 都市発生 情報通信
北海道 0.52 0.66 3.42 0.65 14.08 0.16 14.38
東北 0.97 0.98 2.17 0.98 19.20 0.24 16.53
関東 17.90 5.56 -6.14 2.45 24.52 0.19 24.86
信越 0.95 0.98 2.48 0.54 11.95 0.20 20.64
北陸 1.13 1.08 9.42 0.61 21.60 0.24 21.57
東海 4.23 2.40 2.08 1.55 21.12 0.24 29.22
近畿 9.05 3.75 -1.65 1.66 24.31 0.21 21.61
中国 1.76 1.43 3.52 0.98 17.32 0.23 19.40
四国 0.97 0.97 3.95 0.70 11.85 0.26 17.33
九州 1.65 1.37 -0.06 1.20 21.48 0.23 18.27
全国平均 3.91 1.92 1.92 1.13 18.74 0.22 20.38
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多くの住民をインターネットに接続する事例が増えてくるにしたがい、また、インターネ

ット利用者が増加するにしたがい、その先進性は薄れ、注目されることは少なくなる。

図６－１ 地域における知識の場のダイナミズム

一方、外部性アプローチが地域間競争における競争優位として有効なことと、このよう

な地域間競争の側面が望ましいかどうかは別問題である。企業においては市場における競

争が商品やサービスの向上に寄与するものとして歓迎されるが、これは競争に負けた製品

や企業の淘汰が一方において起こっているためである。しかしながら、このような淘汰の

ない地方公共団体では市場原理が機能しているとは言い難く、過当な地域間競争が、不必

要な公共施設整備や、採算の取れない第３セクターの設立等、多くの問題をもたらしてき

たことも事実である。今後、政策評価等により地域間競争のための過大な施策展開へのチ

ェック機能を強化するとともに、肥大化した機能の縮小を念頭においた地方公共団体の改

革も方向性としてありえ、第５章で取り上げた経済性評価等を十分に考慮して外部性アプ

ローチの取り組み可否について議論する必要があろう。

、 、以上の検討から 地域間競争の手段としての外部性アプローチの有効性は窺えるものの

それは地域の競争力向上の十分条件ではなく、必要条件であり、その他の要素と複合的に

地域間競争に寄与することになる。地域間競争の手段としての側面ではなく、むしろ地域

の利用者における便益向上が外部性アプローチの大きな特徴であり、重視されるべき点で

あろう。また、このような点を踏まえても外部性アプローチにおいては適切な政策評価が

不可欠であり、適切な投資規模や民間企業との役割分担等について十分な検討を行うこと

が望まれる。特に民間企業との役割分担に関しては、ニーズの立ち上がり時期、普及期等

の時期において変化させる必要があり、普及が進めば公的介入をなるべく小さくすること

が望ましい。実際、ブラックスバーグのＢＥＶプロジェクトにおいては、当初、大学のネ
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ットワークを大学関係者だけでなく一般住民に対しても開放していたが、プロジェクトの

途中から一般住民は民間企業による接続サービスへと移行しており、これが地域における
１０）起業育成にも貢献している。

３）情報通信基盤の有効活用

高度情報化の進展にともない、企業だけでなく地方公共団体の内部においても情報化、

いわゆる行政情報化が進んでいる。近年では、企業同様、非定形業務の増加への対応、内

部におけるコミュニケーションの効率化、住民サービスの向上等を目的として庁内ＬＡＮ

やネットワーク型の情報システムの整備、インターネットへの接続等が増加している。こ

のような中で、本庁舎と支庁舎、出張所等の出先機関において同様の情報システム利用を

可能にするための広域的な情報通信ネットワークの整備を進めている地方公共団体も少な

くない。特に昨今では教育分野（公立の小・中学校）におけるインターネット利用を実現

する目的からも、ある程度の容量を持つ情報通信ネットワークの確保が望まれており、長

野県伊那市のように高速通信技術を活用した地域イントラネットを構築する事例も出てき

ている。 このような地方公共団体の整備した情報通信基盤において余剰がある場合、１１）

これを有効活用するために、その利用を住民に開放する外部性アプローチも考えられる。

一方、公的な情報通信基盤として道路や下水道を管理するために整備した光ファイバー網

や、ＣＡＴＶ網も地域に存在し、このような情報通信基盤を有効活用するという観点で外

部性アプローチに取り組むことも想定される。実際、ＣＡＴＶによるインターネット接続

サービスに関しては、ＣＡＴＶそのものの高付加価値化や加入促進に寄与しており、武蔵

野三鷹ＣＡＴＶでは半年の間にインターネット接続サービス加入世帯が４倍に増加してい
１２）る。

外部性アプローチとしてすべての住民に対するインターネット接続環境を提供するため

には、公衆回線によるダイヤルアップ接続を想定した場合、地域内に広がる情報通信基盤

整備とは関係なく、山田村の事例に見られるように１カ所のアクセスポイントの整備だけ

で対応可能である。一方、すべての住民に専用線による常時接続サービスを提供する場合

には、ＮＴＴの専用線サービス等の民間サービスを用いて安価に提供することはコスト的

に難しいと考えられ、この場合、上記の地域イントラネットや、ＣＡＴＶ、下水道の光フ

ァイバー等、既に住民宅、もしくはその近辺まで整備されている情報通信基盤を活用する

ことになるであろう。地域イントラネットをそのまま住民に開放している事例はまだ見ら

れないが、ＣＡＴＶ網や下水道の光ファイバー網の活用に関するいくつかの地域で取り組

み、検討が行われている。岡山市では、市内の下水道網を使って光ファイバーケーブルを
１３）一般家庭まで敷き、インターネットの利用環境を整えることを計画している。

このように既存の情報通信基盤の有効活用という視点から外部性アプローチに取り組む

ことが想定されるわけであるが、ここでも公共と民間の役割分担の問題が顕在化する。住

民、企業から集めた税金を元に整備した情報通信基盤を活用して、税金を納めている企業

と競合するサービスを提供することは、地方公共団体として望ましい活動とは言い難い。

実際、住民等に安価なインターネット接続環境を提供したいのであれば、整備された光フ

ァイバーを民間企業に貸与したり、既にサービスを提供している民間企業に補助金を出す

等の方策も可能である。
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以上の検討から、地方公共団体自体の情報通信基盤整備が進んでおり、これを地域に開

放する等の外部性アプローチは可能性として考えられるが、民間企業の活動を圧迫する等

の側面に対して明確な説明がない限り、政策の妥当性は確保されないと言える。

４）情報格差の是正

高度情報化の進展は社会全体の潮流であるが、その進展度合は地域により大きなばらつ

きがあり、地域における情報格差を生んでいる。従来から言われているように、テレビを

中心とした情報は都心から発信されているものが多く、都心と地方、都市と過疎地域の情

報格差が存在する。郵政省の『情報流通センサス調査』によると、 年度時点で東京、1997

大阪、神奈川、愛知等、都心近郊の９都道府県の情報発信量は全都道府県の情報発信量の

約半分を占めており、都道府県間で格差が生じている。また、各地域における情報化の進

展度合をポイントで評価した郵政省『平成９年度通信に関する現状報告』でも全地域の平

均点が ポイントであるのに対して、過疎地域の平均点が ポイントとこれを大き22.4 16.4

く下回る結果が報告されている。このようなことから、情報格差を是正するために外部性

アプローチに取り組むことは有効ではないかと考えられ、特にインターネットは、情報発

信が容易であることから、地域における情報発信量の拡大が期待される。

地域における情報化、特に昨今におけるインターネット、パソコンを中心とした情報化

のドライビングフォースがなんであるかを考えてみると、間違いなく企業の情報化、つま

りオフィス業務の情報化に突き当たる。このことは図６－２に示す郵政省『平成９年度通

信に関する現状報告』からも窺え、情報化進展度合のポイント数と第３次産業の就業人口

比率に相関関係が見られる。また、家庭に先行してオフィスの情報化が進んでいることは

、 。事実であり １人１台のパソコンが整備されているオフィスも珍しくなくなってきている

郵政省『通信動向調査（企業調査 』によると、 年度においてインターネットを利用し） 98

ている企業は ％に達しており、これは家庭の普及率 ％を大きく上回っている。80.0 11.0

オフィスが集積する都心ほど家庭も含めた地域の情報化が進む一方で、農業等を産業の中

心とする過疎地域では都心と比較して情報化へのドライビングフォースが欠如することに

なり、この部分を地方公共団体等が補う必要がある。このようなことから、情報化のドラ

イビングフォースを補うために過疎地域等において外部性アプローチに取り組むことは有

効であると考えられる。

一方、この情報格差に関する議論は、昨今、デジタル情報格差（ ）という概Digital Divid

念に発展しており、地理的要因だけでなく、所得、年齢、身体的制約要因等によるインタ

ーネット等の情報通信ネットワークに対するアクセス機会、および情報通信技術を習得す

る機会の不平等が危惧されている。特に所得や年齢によるインターネット利用の格差は我

が国全体の大きな課題となっており、 年 月に経済企画庁が行った消費動向調査に2000 3

おいても所得による格差が報告されている。同調査によると、インターネット利用に必要

なパソコンの普及率は 年 月時点で ％と、昨年から ％も上昇しているもの2000 3 38.6 9.1

の、所得による普及率は大きな格差を生みだしている。年間世帯収入 万円以上の世1,200

帯ではパソコンの普及率が ％にのぼるのに対して、年間世帯収入 万円未満の世帯66.3 300

では ％に留まっている。 外部性アプローチはインターネット接続に要する金銭的12.8 １４）

な負荷を一律に軽減するもので所得再配分効果があり、このような所得による情報格差是



- 48 -

正等にも寄与する。

以上の検討から、地域間の情報格差是正が必要であり、市場にその機能がないと考える

と、地方公共団体等による外部性アプローチへの取り組みは妥当性のある１つの方策と言

える。また、所得や年齢による情報格差に配慮して、一定以下の所得の世帯や、高齢者の

みに対象を限定した外部性アプローチも有効ではないかと考えられる。

http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/papers/97wp1.html出典：

図６－２ 第３次産業の就業人口比率と地域情報化の相関

注

ユニバーサルサービスとは 「誰でも、どこに住んでいても、妥当な価格でサービスが１） 、

受けられること」を言う。

電気は 電気事業法 年公布 ガスが ガス事業法 年施行 水道は 水２ ） 「 」（ ）、 「 」（ ）、 「1964 1954

道法 （ 年制定）等により規制されている。」 1957

ＮＴＴ法では「電話の役務のあまねく日本全国における安定的な供給の確保」として、３）

ＮＴＴに対してユニバーサルサービスの提供が課せられている。

具体的な法律、規制はないものの、郵政省( )『マルチメディア時代のユニバーサル１） 1996

サービス・料金に関する研究会報告書』では「ユニバーサルサービスの範囲を電話に限定

するのではなく、マルチメディアサービスを含めたものに拡大することが必要である」と

提言している。

日本経済新聞 年５月 日５） 2000 24

郵政省( )『マルチメディア時代に向けた料金・サービス政策に関する研究会報告６） 1998c

50 75書 によると 国民生活に不可欠と言うための最低限の普及率は ％であり ＥＵでは』 、 、

％を目安としているようである。

生産力効果とは、( )社会資本それ自身が生産を増加させる効果と、( )社会資本の蓄積７） 1 2

が民間資本ストックや労働等の生産要素の生産性向上を通じて生産を増大させる効果、の
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両者を指す。

、「 」 、 、８ ）Nonaka and Takeuchi 1995( )によると 形式知 とは文法にのっとった文章 数学的表現

技術仕様、マニュアル等に見られる形式言語によって表すことができる知識であり 「暗、

黙知」は人間一人ひとりの体験に根ざす個人的な知識であり、信念、ものの見方、価値シ

ステムといった無形の要素を含んでいる。

「共感場」では、異なる専門知識を持つ専門家が日常的に出会い、暗黙知の共有が行わ９ ）

れる 「対話場」では、動機付けられた専門家が対話に参加し、そして共通ビジョンを実。

現するために比喩を創造的に活用する 「実践場」では、現場訓練により知識の内面化が。

促進される。

( )、 頁１０）Cohill and Kavanaugh 1997 54

日本経済新聞 年 月６日によると、伊那市では公民館や小中学校、図書館、診１１） 1999 12

療所、在宅介護支援センター、病院、消防署等、約 カ所の公共施設をＡＤＳＬで結ん30

だ地域イントラネットを構築している。

(株) 総研( )、 頁１２） NEC 1999 28

日本経済新聞 年 月 日１３） 1999 11 29

日本経済新聞 年４月 日１４） 2000 22
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７．おわりに－外部性アプローチの提案－

これまでの検討から、外部性アプローチは必ずしも費用の増大をもたらすだけでなく、

大きなネットワークの外部性を創出し、費用を上回る便益をもたらす可能性があること、

地域間競争の手段、情報通信基盤活用や情報格差是正の方法として有効性が確認された。

しかしながら、民間企業との役割分担という大きな課題を残しており、外部性アプローチ

を地域情報化に適用する上でこれを踏まえた取り組みが望まれる。

そこで、地域情報化において外部性アプローチをどのように取り込んでいくべきか、こ

れまでの検討を踏まえて以下に提案する。

１）過疎地域、大都市における外部性アプローチ

大都市と比較して情報化のドライビングフォースが著しく欠如していること、民間企業

による情報通信サービスが不足していること等を背景に、情報格差是正の観点から過疎地

域においては地方公共団体が主体となって外部性アプローチを推進することにある程度の

妥当性が確保できると考えられる。ブラックスバーグは大学関係者が住民に大きな割合を

占めていることからインターネット利用の潜在的なニーズが存在したため比較的小さな負

担軽減の外部性アプローチでも機能したが、山田村に見られるようにインターネット利用

に関わる住民のニーズが低い地域では、費用を可能な限り軽減する外部性アプローチが必

。 、要である このような外部性アプローチは地方公共団体において初期費用が大きいものの

中・長期的な便益創出を考慮すると、費用を上回る便益創出も難しくないと考えられる。

山田村では、端末費用と接続費用のみの補助であったが、通信回線を含めてインターネッ

ト利用に必要なすべての費用を無償にする外部性アプローチにより最大限にインターネッ

ト利用者を拡大することも想定される。ただし、次節で説明するように無償で提供する期

間は限定することが望ましい。

一方、大都市では企業を中心とした情報化のドライビングフォースが存在すること、民

間企業による情報通信サービスが充実しれていること等から公的関与の妥当性に欠けると

考えられる。また、人口の移動が多いことから、手続き等の処理に関する費用やパソコン

等の資産管理の難しさも予想され、都心の地方公共団体において外部性アプローチを実施

するにしても、京都市や藤沢市に見られるような接続費用を一部負担することが限界では

ないかと考えられる。ただし、所得や年齢による情報格差に配慮した外部性アプローチで

あれば、大都市においてもある程度妥当性を確保することができると考えられ、高齢者や

低所得世帯等に限定した端末の無償配布、接続費用の軽減等が想定されよう。なお、この

外部性アプローチに関しても期間を限定することが望まれよう。

また、外部性アプローチに取り組む地方公共団体においては、インターネット利用者の

外部性を高め、利用者が更に増加するよう、インターネット利用のための費用削減以外の

取り組みも必要である。事例研究からも明らかであるが、まず、インターネットの利用に

、 、 、必要な知識の勉強会を開催したり 指導役を担う人材を育成する等 住民相互に教え合い

外部性を高めるような環境づくりに努めることが重要である。加えて、インターネットを

活用した申告・手続、情報提供・公開等、インターネットを介した様々なサービスを利用

者数増加に先行して提供することも望まれる。
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２）民間企業との役割分担

上記のように過疎地域では全住民を対象として、大都市では高齢者や低所得世帯等を対

象として、外部性アプローチへの取り組みの妥当性が窺えるわけであるが、民間企業と公

共との役割分担に配慮することは、いずれにおいても大きな課題である。例えば、民間企

業によりアクセスポイントや通信回線が提供されているにもかかわらず地方公共団体が税

金を活用してこれらのサービスを安価に提供することは民業圧迫に他ならない。インター

ネットの利用には一般的に端末、アクセスポイント、通信回線が必要であるが、端末に関

しては、地方公共団体が生産することは不可能に近く、民間企業から端末を調達し、地方

公共団体が配布するのであれば、これは問題にならない。問題となるのは地方公共団体に

おいても独自の整備が見られるアクセスポイント、通信回線である。

ＮＴＴの民営化に代表されるように国の政策として情報通信サービスは民間企業による

、 、提供を基本する方向にあること 世界的な潮流においても同様であること等を考慮すると

地方公共団体における情報通信サービス提供は望ましくない。また、本来専門としない業

務を内部に取り込むことは行政運営に支障を来す可能性があり、加えて技術面等から提供

するサービスにおいて十分な品質を確保できない可能性がある点からも望ましくないと考

えられる。したがって、今後、外部性アプローチに取り組む場合は民間企業に配慮した、

そいて民間企業の活力を有効に活用したいくつかの方策の検討が必要である。

まず、１つ方策としてアウトソーシングが挙げられる。地域に民間プロバイダーや通信

回線事業者が存在するのであれば、住民へのインターネット接続サービスを地方公共団体

がそこに委託することが考えられる。プロバイダーや通信回線事業者が複数存在する場合

は、競争入札を行ったり、数年毎に委託先を変更することで企業の独占を回避し、公平性

を確保できる。また、バウチャー制度を導入して、利用者である住民にプロバイダーや通

信回線事業者を選択させることも公平性を確保する有効な手段である。地方公共団体はア

クセスポイントや通信回線のバウチャー（利用権）を住民に配布し、住民はバウチャーに

より好みのプロバイダーや通信回線事業者からサービスを得る。これによりサービス提供

者側の事業者にも市場原理が働き、サービスの継続的な向上が期待できる。

もう１つの方策としてはＰＦＩがある。ＰＦＩでは、民間企業主体で外部性アプローチ

のプロジェクトを起こしてもらい、住民のインターネット接続率やネットワークのトラフ

ィック等の定量化できる指標に基づき地方公共団体が民間企業に対して対価を支払う仕組

み になるであろう。これにより地方公共団体は初期における費用低減を実現できるし、１）

また、民間活力により外部性アプローチの効率的な推進も期待できる。

、 。 、この他 ＮＴＴに見られるような民営化アプローチもあり得る 過疎地域等においては

、 。 、市場が十分に成立しないために 民間活力の活用を期待できない可能性もある この場合

初期において地方公共団体がインターネット接続サービスを提供する事業を立ち上げ、そ

の後、民間企業に移管（売却 、もしくは民営化することも想定される。インターネット）

利用の進んでいない過疎地域は民間企業において当初事業リスクが大きいが、地方公共団

体が外部性アプローチに取り組むことにより住民のインターネット利用価値は次第に高ま

り、価値が高まった後は民間企業による事業も成り立つと考えられる。ただし、地方公共

団体においては、無償でのインターネット接続サービス提供が期限付きであることを住民

に十分に告知しておくことが不可欠である。
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いずれにしても外部性アプローチは永久に必要なものではなく、インターネットが普及

し、住民の利用が進み、ネットワークの外部性が内部化し、住民におけるインターネット

利用の価値が高まれば、必要性は低くなる。したがって、すべての外部性アプローチにお

いて何らかしらの期限を設けることが望ましいと考える。

３）インターオペラビリティの活用とパーソナル化

外部性アプローチの展開においては インターネットの持つインターオペラビリティ 相、 （

互接続性）という特性を十分に活用することが重要である。昨今、ＮＴＴドコモのｉモー

ドに代表されるように携帯電話によるインターネット接続サービスが急速な勢いで普及し

ているが 、これは携帯電話という既に普及しているハードウェア、つまり馴染みのある２ ）

インターフェースからインターネットという急速に拡大している情報通信ネットワークの

利用を実現したからに他ならない。つまり、住民がより馴染みやすく、利用しやすいハー

ドウェアを活用して外部性アプローチに取り組むことでインターネット利用者の拡大もよ

、 。 、り効率的に進み 創出される外部性も大きくなる 特に高齢者の多い過疎地域においては

パソコン等の比較的操作の難しい端末を導入するよりも、テレビと同様のインターフェー

スを持つインターネットＴＶや、その他電話に類似した簡易なインターフェースの端末を

活用して外部性アプローチを展開することが有効であろう。ただし、インターオペラビリ

ティという特性を持つインターネットにおいても、表７－１に示すように、現状ではすべ

。 、 、てのハードウェアにおいて同様のサービスが利用できるわけではない したがって 今後

簡易なインターフェースで、かつパソコンと同様のサービス利用を実現できるようなハー

ドウェアの開発、提供が期待される。

表７－１ ハードウェア別に利用できるインターネットのサービス

次に外部性アプローチのもう１つの発展方向としてパーソナル化が想定される。携帯電

話に代表されるように消費財のパーソナル化は急速に進んでおり、この潮流は今後も続く

と予想される。一方、これまで我が国の事例に見られる外部性アプローチは世帯を対象と

したものが多く、住民個々を対象とした事例は少ない。しかし 「山田村でも個人毎にの、

メールアドレスを発行して欲しい」という要望が挙がっているように 、本来インターネ３ ）

ットは個人を対象とした情報通信ネットワークであり、その性格を考慮すると、今後は住

インターネット
対応携帯電話

ゲーム機
インターネット

ＴＶ
パソコン

電子メール ○ ○ ○ ○

ホームページ △ ○ ○ ○

ストリーミング × × × ○

テレビ会議 × × × ○

チャット、イン
スタントメッセ
ージング

× △ × ○

○：可　　△：一部可　　×：不可
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民個々を対象とした外部性アプローチを展開していくことが望ましい。個人を対象として

外部性アプローチを展開するためには、携帯電話等の移動体通信を活用したインターネッ

トへの接続や、家庭内ＬＡＮ整備等が推進される必要があると考えられ、今後、このよう

な部分を踏まえた外部性アプローチの展開が望まれる。

４）スイッチングリスク

技術を乗り換えることを「スイッチ」すると言うが、外部性アプローチにはスイッチン

グリスク、つまり技術を乗り換える場合、負担が大きくなる危険性があることも考慮して

おく必要がある。本稿ではこれまでインターネットが今後も普及し将来的に生活に密着し

たものになるであろう、という前提のもの議論を進めてきたが、絶対そうなるとは断言で

きない。もし、違う技術がインターネットに取って代わり普及し、インターネットが衰退

した場合、外部性アプローチで高い普及率を達成している地域は技術の乗り換えに大きな

費用を支払うことになる。

このような外部性アプローチのスイッチングリスクの代表的なの事例としてフランスの

ミニテル の事例を挙げることができる。フランスではミニテルというビデオテックス端４）

末を無償で配布したことで、国民への普及が急速に拡大し、生活の基盤として定着した。

これは高価なビデオテックスシステムが失敗に終わった我が国とは対照的であり、ネット

ワークの外部性を高めた外部性アプローチの代表的な事例と言える。しかし、一方でフラ

ンスはスイッチングリスクにも直面している。ミニテルがあまりにも普及していたために

インターネットへの対応が遅れてしまったのである。郵政省（ ）によるとフランス1998b

は 年１月に出した政府活動計画において「技術的に限界のあるミニテルは情報化社会98

の発展にブレーキをかける」と指摘しているそうだ。フランスの事例からも外部性アプロ

ーチに取り組む地域においてはスイッチングリスクに十分に留意する必要があり、インタ

ーネットやそれ以外の情報通信技術動向に細心の注意を払い、適宜、外部性アプローチの

修正を行うことが不可欠であろう。

注

ＮＴＴデータがマレーシア政府から受注した電子調達システムでは、政府からは一切料１）

金を徴収せず政府に納入した業者から収入の ％を料金として徴収する仕組みとなって0.8

いる。そのかわりマレーシア政府はこの電子調達システム以外の方法で製品・サービスを

購入しないことを約束している。

年２月にサービスを開始したｉモードは 年１月末時点で加入者が 万人を２）1999 2000 374

超え、プロバイダー最大手のニフティを追い抜いた。

倉田( )、 頁３） 1998 120

フランスではフランステレコムにより 年にテレテル（フランス・ビデオテックス４） 1980

・ネットワーク）が創設された。ミニテルはテレテルを介したオンラインサービスを利用

するためにフランステレコムにより各家庭に無償で配布された端末であり、科学技術振興

事業団( )によると 万台が普及しており、利用者は 万人以上、サービス数も1995 650 2,000

を超えるそうだ。25,000



- 54 -

参考文献

Capello R. 1994 "Spatial Economics Analysis of Telecommunications Network Externalities," Avebury( )

、 ( ) （公文俊平／ＣCohill A.M. and A.L. Kavanaugh 1997 "Community Networks,"Artech House,inc.

ＡＮフォーラム訳( )『エレクトロニックビレッジ』くまざさ社 ）1999 。

International Journal of Industrial OrganizationEconomides E. 1996 "The Economics of Networks,"( )

AmericanKats M.L. and C.Shapiro 1985 "Network Externalities, Competition and Compatibility,"( )

Vol.75 pp424-440Economic Review

JournalKats M.L. and C.Shapiro 1986 "Technology Adoption in the Presence of Network Externalities,"( )

Vol.40 pp822-841of Political Economics

Journal of EconomicKats M.L. and C.Shapiro 1994 "Systems competition and network effects,"( )

Vol.8 pp93-115Perspectives

( ) （北村行伸・妹尾美起訳( )『自Krugman P. 1996 "The Self-Organizing Economy",Blackwell. 1997

己組織化の経済学』東洋経済新報社）

Liebowitz S.J. and S.E. Margolis 1995 "Are Network Externalities A New Source of Market Failure?,"( )

Lead article. pp1-22Research in Law and Economics,

The New Palgraves DictionaryLiebowitz S.J. and S.E. Margolis 1998 "Network Externalities Effects ,"( ) ( )

MacMillan.of Economics and the Law,

Marcia S. 1999 "A Small Reveals America's Digital Divide," , 10/04/99 3649.( ) Business Week Issue

( ) （梅Nonaka I. and H.Takeuchi 1995 "The knowledge-Creating Company,"Oxford University Press, Inc.

本勝博訳( )『知識創造企業』東洋経済新報社 ）1996 。

（ （ ）Shapiro.C and Hal R.V. 1998 "Information Rules,"Harvard Business School Press. 1999( ) 宮本喜一訳

『 ネットワーク経済の法則 』ＩＤＧジャパン ）「 」 。

（藪下史Stiglitz J.E.(1988)"Economics of the Public Sector, Second Edition,"W.W.Norton & Company.

郎訳 『公共経済学 上・下』東洋経済新報社。)(1996)

（室田泰弘訳( )『ディU.S. Department of Commerce (1998)"The Emerging Digital Economy". 1999

ジタル・エコノミー』東洋経済新報社 ）。

足立幸男( )『公共政策学入門』有斐閣。1994

飯沼光夫・大平号声・増田祐司( )『情報経済論(新版)』有斐閣。1996

五十嵐敬喜・小山明雄( )『都市計画 利権の構図を超えて』岩波書店1993

五十嵐敬喜・小山明雄( )『公共事業をどうするか』岩波書店1997

五十嵐敬喜・小山明雄( )『市民版 行政改革』岩波書店1999

井熊均( )『ＰＦＩ 公共投資の新手法』日刊工業新聞社。1998

井熊均( )『電子自治体』日刊工業新聞社。2000

石井春夫編著( )『現代の公益事業』ＮＴＴ出版。1996

石黒正康・小野尚( )『ＰＦＩ 日本導入で、何が、どう変わる』日刊工業新聞社1998

依田高典( )「ネットワーク外部性の経済理論（前 『経済セミナー 』1999a 1999 no.537）」

日本評論社

依田高典( )「ネットワーク外部性の経済理論（後 『経済セミナー 』1999b 1999 no.538）」

日本評論社



- 55 -

依田高典( )「ユニバーサル・サービスの経済理論 『経済セミナー 』日2000 2000 no.540」

本評論社

江下雅之( )『ネットワーク社会の深層構造』中央公論新社。2000

榎波利博( )『自治体のＩＴ革命』東洋経済新報社。2000

小野善康、吉川洋( )『経済政策の正しい考え方』東洋経済新報社。1999

科学技術振興事業団( )『情報管理 』1995 Vol.38 No.8 Nov 1995

金本良嗣(1997)『都市経済学』東洋経済新報社。

(株) 総研( )『地方公共団体のアウトソーシングに関する調査報告書 。NEC 1998 』

(株) 総研( )『東広島市における情報通信の高度化に関する調査研究報告書 。NEC 1999 』

上山信一( )『 行政評価」の時代』ＮＴＴ出版。1998 「

川上和久・電通メディア社会プロジェクト( )『情報イノベーター－共創社会のリーダ1999

ーたち－』講談社。

神田憲行( )「富山県山田村パソコン全戸配布の「成果 『潮 』潮出版社2000 492」」

熊谷文枝( )『デジタルネットワーク社会の未来』ミネルヴァ書房。1999

倉田勇雄( )『山田村の行進曲はインターネット』くまざさ社。1997

倉田勇雄( )『やる気がつくる！電脳社会』くまざさ社。1998

経済企画庁( )『ＰＦＩ推進研究会報告書 。1999 』

小塩隆士( )「公的セクターの役割とその再検討－公的セクターの役割についての理論1998

的整理－ 『ＦＲＩ Ｒｅｖｉｅｗ 』富士通総研。」 1998.1

三省堂編修所編( )『デイリーコンサイス国語・漢字辞典』三省堂。1995

塩沢由典( )『複雑系経済学入門』生産性出版。1997

自治省( )『高度情報通信社会に対応した地域の情報化の推進に関する指針 。1997 』

自治大臣官房情報管理室編( )『地域情報化の考え方、進め方』ぎょうせい。1991

『 』 。自治大臣官房情報管理室情報政策研究会( ) 地方自治コンピュータ総覧 丸井工文社1996

(社)日本能率協会総合研究所( )『自治体情報化レポート 。1997 1997.5』

第一勧業銀行国際金融部編( )『ＰＦＩとプロジェクト・ファイナンス』東洋経済新報1999

社。

高寄昇三( )『自治体の行政評価システム』学陽書房。1999

立花隆( )『インターネットはグローバルブレイン』講談社。1997

西村和雄( )『ミクロ経済学入門 第２版』岩波書店。1995

日本開発銀行ＰＦＩ研究会編著( )『ＰＦＩと事業化手法』金融財政事情研究会。1998

野中郁次郎・ ・柴田友厚( )「知識と地域 『オフィス・オートメーシPatrick Reinmoeller 1998 」

ョン 』オフィス・オートメーション学会1998 Vol.19 No.1

長谷川文雄監修( )『マルチメディアが地域を変える』電通。1997

林紘一郎( )『ネットワーキング情報社会の経済学』ＮＴＴ出版。1998

林敏彦・松浦克己( )『テレコミュニケーションの経済学』東洋経済新報社。1992

日高昇治編著( )『情報通信ＰＦＩ』日刊工業新聞社。1999

廣松毅・大平号声( )『情報経済のマクロ分析』東洋経済新報社。1990

福島直樹( )『英国におけるＰＦＩの現状』日刊建設工業新聞社。1999

福田豊・須藤修・早見均( )『情報経済論』有斐閣。1997



- 56 -

松石勝彦編著( )『情報ネットワーク経済論』青木書店。1998

三友仁志編著( )『マルチメディア経済』文眞堂。1998

宮尾尊弘( )『日本型情報化社会』筑摩書房。2000

村井純( )『インターネットⅡ』岩波書店。1998

郵政省( )『マルチメディア時代のユニバーサルサービス・料金に関する研究会報告1996

書 。』

郵政省( )『平成 年版通信白書 。1998a 10 』

郵政省( )『 世紀における高度情報通信社会の在り方と行政が果たす役割（電気通1998b 21

信審議会への諮問 』）

『 』。郵政省( ) マルチメディア時代に向けた料金・サービス政策に関する研究会報告書1998c

郵政省( )『平成 年版通信白書 。1999 11 』

郵政省( )『 世紀の情報通信ビジョン 。2000 21 』


